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＜参考資料＞参加者の有無を確認する公募手続きについて 
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（3） 事業協同組合・地域維持型 JV 等の活用 

中間とりまとめでは、維持修繕工事（堤防除草、道路除雪等）や小規模工事等につ

いて、事業協同組合や地域維持型 JV の活用が提案されている。 

 

事業協同組合は、建設業において普及しており、「中小企業等協同組合法」、「中小企

業団体の組織に関する法律」に目的、性格等が規定されている。 

中小企業は、一般に規模の過小性、技術力の低さ、信用力の弱さなどによって、経

済活動の面で不利な立場に立たされている場合が多く、事業経営の上で種々の問題を

抱えており、これらの問題には、個々の中小企業の企業力だけでは解決し難いものも

多くある。 

このため、中小企業が直面している経営上の諸問題等を解決し、その経済的地位の

向上を図るため、複数の中小企業者が集まり、共同で自主的に解決するような組織を

結成する制度である。 

 

地域維持型 JV とは、建設企業が単独で受注及び施工を行う通常の場合とは異なり、

複数の建設企業が、一つの建設工事を受注、施工することを目的として形成する事業

組織体である共同企業体(JV)の一種である。 

地域維持型 JV の特徴は、地域の維持管理に不可欠な事業につき、継続的な協業関

係を確保することによりその実施体制の安定確保を図る目的で結成する共同企業体を

いい、発注機関の入札参加資格申請時又は随時に地域維持型 JV として結成し、一定

期間、有資格業者として登録される。 

 

事業協同組合と共同企業体(JV)の特徴を次表に示す。 
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表 6-5 事業協同組合と共同企業体の工事の受注体制についての比較表 

組合の内容 事業協同組合 経常 JV 
(経常建設共同企業体) 

法人格 あり なし
建設業を営むこと
の明示 

定款 共同企業体協定書 

建設業の許可につ
いて 

組合及び組合員ともに許可を取
得 

共同企業体としては不必要
（各構成員は必要） 

請負契約当事者 協同組合理事長 共同企業体構成員連名 
施工管理業務 組合 運営委員会 
施工者 共同施工方式→組合自身

分担施工方式→組合員 
甲型、乙型を問わず構成員全社

施工形態 共同施工方式
組合が一体となって施工 
分担施工方式 
自分の分担工事を施工 
（組合はどちらの方式でも企
画・調整・管理・監督を行う）

甲型
出資比率に応じて一体となって
施工 
乙型 
自分の分担工事を施工 

元請下請関係 共同施工方式
組合と組合員は元下関係にない 
分担施工方式  
組合と組合員は元下関係にある

共同企業体とその構成員間は甲
型・乙型共に元下関係にない 

余剰金 
(損益金) 

共同施工方式
利用分量配当  
分担施工方式  
自分の分担工事ごとに収支計算
を行うので、利用分量配当の必
要性は薄い 

甲型
出資比率に応じて利益又は欠損
金を分配する  
乙型 
自分の分担工事ごとに収支計算
を行うので分配の問題は生じな
い 

責任関係 
(1)工事完成責任 
(2)第 3 者賠償責任 
(3)かし担保責任 

官公需適格組合の場合共同施工
方式、分担施工方式ともに理事
及び施工担当組合員全員の連帯
責任。 
但し、(2)(3)の分担施工方式の場
合は、施工組合員に求償できる

甲型、乙型ともに構成員は工事
全体について連帯責任を負う 

国土交通省 HP の情報を基に作成 
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7. 今後の進め方 

7.1. ロードマップ 

本調査結果及び区域内の業者へのヒアリング結果を踏まえ、市内全域への対象区域拡大

に向けた今後のスケジュールを以下のとおり見直しを図った。 

 栄地区の導入をⅡ期に前倒し 

⇒ Ⅰ期のプロポーザルに参加を表明するなど業者の意欲が高い。当初は 終期（Ⅳ

期）からの導入を予定していたが、Ⅱ期途中からの導入に見直した。他地区と

の整合を図るため、H33 年度からの３か年で導入を予定する。 

 嵐南地区の導入をⅢ期に後ろ倒し 

⇒ Ⅰ期のプロポーザルに参加を表明する業者がおらず、Ⅱ期からの導入を見送っ

た。嵐南地区の業者へのヒアリング等を行い、Ⅲ期の導入に向けて引き続き慎

重に検討を進める。Ⅱ期途中より導入予定の栄地区とあわせる形での導入を予

定する。 

 市内全域の導入を５年間前倒し 

⇒ 市内全域への導入は当初４段階の導入スケジュールを予定していたが、現行業

務で一定程度の導入効果が確認されたことや自治会（市民）の評価の高さを踏

まえ、早期導入を図るものとした。ただし、地域の担い手あっての取組である

ため、地元企業との意見交換等を踏まえて慎重に検討を進める。 

 

Ⅰ期（導⼊期）
H29〜Ｈ30

Ⅱ期
（Ｈ31〜35年）

Ⅲ期
（H36〜H40年）

Ⅳ期〜
（Ｈ41〜） ･･･

嵐北（須頃・大島除く） 嵐北（全域）

下田 下田

嵐北（市街地）対
象
区
域

栄

＜見直し後の導入スケジュール＞

変更

嵐南＋栄

※橋梁点検の周期に合わせて期間を設定

包括全域導入を
5年間前倒し

H33～ 栄導入

対
象
区
域

＜見直し前の導入スケジュール＞
Ⅰ期（導⼊期）

H29〜Ｈ30
Ⅱ期

（Ｈ31〜35年）
Ⅲ期

（H36〜H40年）
Ⅳ期〜

（Ｈ41〜） ･･･

嵐北（須頃・大島除く）
嵐北（全域）

下田 下田

嵐北（市街地）

嵐北（全域）

下田

嵐南＋栄
嵐南（市街地） 嵐南（全域）

 

図 7-1 導入スケジュールの見直し 
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7.2. 想定される課題 

本市における包括的維持管理業務は、平成 31 年 4 月 1 日より嵐北地区を拡大、下田地

区を新たな対象区域に加え、セカンドステージへと突入する。 

今後に向けた課題について以下のとおり整理した。 

 

（1） 本格運用に向けた仕組みの高度化と課題の抽出 

嵐北地区（市街地）を対象に２か年の期間で試行業務を実施し、本市の包括的維持

管理業務の問題点・課題の洗い出し、次期業務での改善策を検討した。次期業務では、

これら改善による導入効果の更なる発現と問題点・課題の縮小が図られ、将来的な本

格運用に向けた仕組みの高度化が図られるよう継続的なモニタリングと適宜改善を図

ることが重要である。 

また、次期業務では下田地区で新たに包括的維持管理業務が開始される。嵐北地区

（市街地）と下田地区（中山間地）は地域の特性が異なることからも、まずは着実な

実施体制の構築と要改善点の洗い出しに注力し、市内全域への拡大に向けた足がかり

とすることが重要と言える。 

 

（2） 対象区域の拡大に向けた検討 

対象区域の拡大に当たっては、事業費の積算（過去実績数量の積み上げ）に時間を

要する。導入済みの区域では、H29・30 年度の現行業務、H31 年度からの次期業務の

実績を踏まえた積算が期待できるが、今後導入予定の区域は新たに積算作業が必要と

なる。 

次期業務以降は、嵐北地区を全域に拡大するほか、嵐南地区、栄地区の新規追加を

予定している。これらの区域拡大スケジュールを踏まえて、対象業務の対応状況につ

いて情報を整理しておくことで積算作業の簡素化が図られると考えられる。 

 

（3） 橋梁定期点検業務のモニタリング及び維持管理の効率化の検討 

次期業務から新たに「橋梁定期点検業務」を対象業務とし、橋梁点検に関する十分

な知見・ノウハウを持たない地元建設業者等が橋梁点検を実施するための仕組みとし

て、「タブレット端末を活用した点検手法」を導入予定である。 

全国でも導入実績の少ない先導的な取組であるため、進捗状況のモニタリングや点

検成果のチェック等、仕組みの確立に向けて慎重な検証が必要である。 

また、点検の追加によって一連のメンテナンスサイクルを包括することによる維持

管理の効率化が期待されるが、修繕工事は発注金額も比較的大きなものとなることが

想定されることから、維持工事の中で対応できる修繕工事は限定的なものになること

が推察される。本事業で確認された損傷に対して、迅速に修繕工事を実施するための

仕組みの構築、更なる維持管理の効率化の検討が望まれる。 
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（4） 維持管理基準（案）の精度向上を図る情報の蓄積 

本調査において、路面のポットホール、段差、わだち掘れについて業務要求水準（維

持管理基準）の数値化について検討したが、使用したデータは、そのデータ量や計測

精度等に課題が多く残った。性能規定の定量化に向けて、次年度業務以降においても、

引き続きデータ蓄積による精度向上を図る必要がある。 

情報を適切に蓄積し有効活用していくためには、事業者の持ち込みのシステムでは

なく、本市が指定するシステムによる継続運用が必要と考えられる。発生事象に対す

る①事象の確認、②対応の方針決め、③処理結果について、各段階で蓄積すべき情報

を整理し、情報蓄積の体制を確立することが重要である。 

 

（5） 事業者が適正な利益を確保できる仕組みの確立 

現行業務で確認された大きな課題として、「事業者が利益確保に苦慮」、「必要経費の

捻出に苦労」したことが挙げられる。事業者の適正な利益の確保なく、持続可能な新

たな維持管理体制づくりの実現は成しえない。 

本調査では、事業者の適正な利益確保を促すための方策として、発注書類（業務要

求水準書）の見積り参考資料において「諸経費」を別項目立てした。必要経費の確保

に対する本工夫の効果の有無については、事業者へのヒアリング等を通じて適切に評

価する必要がある。 

あわせて、事業者の予算執行状況については月例会議でのモニタリングを継続し、

必要に応じて改善を指示し、軌道の修正を図ることが重要である。 

 

（6） 受注意欲を向上させるインセンティブ付与の検討 

サービスレベルや事業者の技術レベルの確保又は向上には、適切な競争環境である

ことが望まれる。次期業務でも嵐北地区・下田地区のそれぞれで１者ずつの参加表明

となっており、特に下田地区や栄地区では競争性が確保されない可能性がある。 

新規又は継続受注の意欲を向上させるためには、魅力的なインセンティブがもたら

される仕組みとすることが有効であると考えられる。経済的利益だけでなく、受注し

やすさや社会的な評価を向上させるなどの間接的なインセンティブ付与の方策につい

ても検討することが必要である。 

 

 


